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Vol .62「大切な確認調査・そのデザイン提案、大丈夫ですか？」Vol .62「大切な確認調査・そのデザイン提案、大丈夫ですか？」

デザイン提案時の調査の大切さと、その手段として利用できる「特許電子図書館「特許電子図書館
（IPDL）」（IPDL）」h t t p : / /www . i p d l . i n p i t . g o . j p / h omepg . i p d lh t t p : / /www . i p d l . i n p i t . g o . j p / h omepg . i p d lの具体的な検索方法をお伝えします。

特許電子図書館（IPDL）は、特許庁HP　http://www.jpo.go.jp/indexj .htm／トップページ右上部分に表
示された「目的別メニュー　 特許電子図書館（IPDL）」からも見ることができます。このウェブ上の図書
館には、これまでに登録された登録意匠全件に関する情報が蓄積されており、「意匠分類」や「物品名」な
どを検索キーとして検索することができます。
ただ、慣れていないと、操作に手間取り途方にくれてしまいますが、ともかく一度、この手引に沿って試し
てみてください。初めて出会う専門用語も、次々進むにつれて、要所での解説に出会うことができます。

今回は「意匠検索」を取り上げていますが、「商標検索」「特許・実用新案検索」のメニューも有ります。安
心してデザイン提案するために、専門家に依頼する他、自分で出来る調査として、「特許電子図書館
（IPDL）」の利用をおすすめします。

※補足／本文中に掲載されています「IPDL特許電子図書館　トップページ画面にも有りますように、 IPDLヘ
ルプデスクの連絡先に併せて、「良くある質問と回答」も記載されています。

（2014年11月11日　編集・文責：デザイン保護委員会　委員長　丸山和子）

◆このページに限らずVol.1～これまでに掲載した内容は著作権・他で保護されています。　無断転用・引用
はお断りいたします。

● 情報発信

－大切な確認調査・そのデザイン提案、大丈夫ですか？－　誰でもできる意匠権調査－大切な確認調査・そのデザイン提案、大丈夫ですか？－　誰でもできる意匠権調査
のやり方のやり方
みずの永芳特許事務所　所長・弁理士　永芳　太郎みずの永芳特許事務所　所長・弁理士　永芳　太郎

クライアントに提案するデザインについて、他人の権利との問題を起こしてしまうことがないか確認されて
いるでしょうか。

例えば、デザインコンペに応募すると、募集要領には、「応募作品が、他者の知的財産を侵害する疑いがあ
る場合や既発表作品であることが判明した場合には、受賞発表後であっても受賞を取り消すことがありま
す。」などと記載されています。

納品したデザインについて同様の疑いが起きた場合にも、それがたとえ独自に創作したデザインであったと
しても採用は取り消され、そればかりでなく、信用の失墜や、製品化が進んでから判明した場合の損害な
ど、容易に回復することができないダメージを受けることになってしまいます。

（１）確認調査の必要性（１）確認調査の必要性

全体のデザインについて他人の権利に注意をするばかりでなく、デザインの素材となる写真、イラストなど
に、それぞれ著作権（無断でコピーされたり改変されない権利）が発生しているので、提供された素材や利
用を検討している素材について、コピーしたり加工をする許諾を得ていることを確認する必要があります。

自分で描いたイラスト、撮影した写真などを使用する分には、独自の創作それぞれに著作権が認められるの
で、きちんとした創作活動を行っていれば、侵害といわれるような問題は起きないということはできます。

しかし、提案したデザインの重要な部分に使用した写真やイラストなどが、模倣ではなくたまたまであって
も、他人のものに近似していることが後で判明するようなことがあると、パッケージデザインに市場で目を
惹く新しさや独自性を求めている発注側にしてみれば、とても納得が行かない状況を招くことになります。

最近は、インターネット上にアップされている画像情報を、関連するキーワードで絞り込んで抽出すること
ができる画像検索サイトなども各種用意されているので、それらを活用して、意図せぬ混乱を避けるために、
概ねの周辺状況を事前に調査、確認しておくことが大切です。

さらに、先に意匠登録されているパッケージデザインがある場合には、それに類似するデザインの製品は、
先に登録を得ている意匠権によって、製造・販売の中止や、損害賠償などを求められることになります。

意匠権は、後発の類似するデザインが独自に創作されたものであっても止めさせることができる、知らなか
ったでは済まない強い効力を持つ権利ですので、思いがけず警告を受けたりすることがないように、創作し
たデザインの支障となる他人の権利がないことを確認しておかなければなりません。

（２）意匠権調査の方法（２）意匠権調査の方法

事前の確認が重要な、すでに登録されている意匠権の確認調査は、調査会社に依頼する他にも、以下のよう
に、特許電子図書館や日本デザイン保護協会に蓄積されている資料を利用して自分で行うことができます。

全体の印象が類似する登録意匠を発見した場合には、そのデザインとの類否判断について専門家の判断を仰
ぐ必要が生じるとしても、検討しているデザインの実施に支障となる登録意匠があるか否かは、自分で十分
に確認することができます。

以下に、特許電子図書館を利用した意匠権調査を中心に、具体的な調査方法を紹介します。

（３）特許電子図書館（IPDL）による調査（３）特許電子図書館（IPDL）による調査

特許電子図書館（IPDL）http://www.ipdl . inpit .go. jp/homepg.ipdl  には、これまでに登録された登録
意匠全件に関する情報が蓄積されており、意匠分類や物品名などを検索キーとして検索することができます。

＜図１＞特許電子図書館トップページ

図１（特許電子図書館トップページ）の「意匠検索」をクリックすると、下記図2の意匠検索に利用すること
ができるサービスのメニューが表示されます。

＜図2＞意匠検索サービスメニュー

① 意匠分類による検索① 意匠分類による検索

図２のサービスメニューから「4　意匠分類・Ｄターム検索」を選ぶと、次の図3の検索内容を指定する画面
が表示されます。

＜図3＞意匠分類による検索画面

この画面（図3：意匠分類による検索画面）で、下段白色の四角区画に分類番号を入力することで、指定した
分類が付与されている登録意匠公報を抽出することができます。
図３（検索画面）の各項目の使い方、入力事項の具体的な表記方法などは、同ページ上段の「ヘルプ」をク
リックすると説明が表示されますので、参照してください。

② 意匠分類の内訳

意匠分類の体系や具体的な内容は、図3下段の「（現行）日本意匠分類・Dターム」をクリックすると、下記
の図４などの説明ページが表示されるので、参照してください。
また図４で、左列の分類表記をクリックすると、その分類の分類定義や代表例を記載した定義カードが表示
されます。

＜図4＞意匠分類リスト

パッケージに関連する意匠は、主に日本意匠分類「Ｆ 事務用品及び販売用品」グループの「F4 包装紙、包
装用容器等」の中に、
「F4-100 包装紙」、「F4-200 レッテル」、「F4-300 包装用台紙」、「F4-400 包装用袋」、「F4-
710 包装用容器」、「F4-91200 包装用容器のふた」などとして分類されています。

さらに、例えば「F4-710 包装用容器」の中は、形状によって分けられて、箱が「F4-711 包装用容器（直
方体型）」に、缶が「F4-712 包装用容器（円柱型）」に、瓶が「F4-730 包装用容器（細口突出型）」に
主として分類されています。
また、上記図４に表れている「F4-711 包装用容器（直方体型）」のように、模様が表されているものは、
その模様によって「F4-711AA 植物模様付き」、「F4-711AB 動物模様付き」などに分けて分類されてい
ます。

③ 実際の検索例③ 実際の検索例

それでは、「F4-711 包装用容器（直方体型）」のうちの、「F4-711AA 植物模様付き」を検索してみま
す。
分類番号を図3（意匠分類による検索画面）下段の四角区画に入力して、その下の「検索」をクリックする
と、以下のように213件抽出されたことが表示されます。

＜図５＞分類検索 入力例

抽出件数（ヒット件数）が1,000件を超える場合は、図3（検索画面）上段の「●登録日／出願日」欄に、例
えば「20100101」～と指定して、2010年1月1日以降に登録された公報に絞ることで、表示件数を調整す
ることができます。
抽出された意匠公報は、ヒット件数表示下の「リスト」をクリックすることで、下記図6のように代表図の一
覧が表示されます。

＜図6＞検索結果（代表図表示）

図6下段の「次の50件」をクリックして順次表示しながら、代表図の中で詳細を確認したい公報があった場
合は、その代表図あるいは登録番号をクリックすれば、次の図7のように該当する公報の第一頁が表示されま
す。

＜図7＞抽出公報第一頁

表示された公報の次頁以降を見たい場合は、図7上段の「次頁」キーで表示させるか、「文献単位ＰＤＦ表
示」キーをクリックすると表示される次の図8（文献単位表示　認証画面）で、中央に表示された数字を下段
枠内に入力して「送信」すれば、その文献の全ページデータ（図9）を表示させることができます。

なお、代表図面表示に戻りたい場合は、図７下段の「一覧表示」をクリックします。

＜図8＞文献単位表示　認証画面

＜図9＞文献単位の全ページ表示画面

この図９（文献単位の全ページ表示画面）では、カーソルを下枠寄りに移動させると表示されるアイコンを
使って、データの保存・コピーなどの指示ができるので、気になる文献を保存して後に検討する資料とするこ
とができます。

④ 旧分類が付与された文献の検索④ 旧分類が付与された文献の検索

図３（意匠分類による検索画面）のデフォルトは、現行意匠分類が付与されている文献の検索、としてセッ
トされています。

前記図３、図５の「●現行分類・現行Ｄターム」欄に注記されているように、現行分類が付与されているの
は、「出願日が平成17年（2005年）以降の文献」です。
したがって、現在も権利が有効な登録が存在する、登録から１５年までの意匠公報（平成11年（1999年）
以降に登録された公報）を網羅して検索するには、旧分類によって蓄積されている公報も検索する必要があ
ります。

＜図10＞旧分類　検索画面

旧分類によって蓄積されている文献（出願日が16年（2004年）以前の文献）の検索は、図１０ように、検
索画面下段の分野条件を「●旧分類・旧Ｄターム」に変更した上で、枠内に旧分類を指定します。

旧分類は、下段の枠内に新分類を表示したまま、その右上の「現行→旧分類変換」をクリックすることで、
枠内の表示が、該当する可能性のある旧分類に変換されます。　多数の該当する旧分類が表記された場合は、
下段の「現行→旧分類対照表」や「旧日本意匠分類」の情報を参照して絞り込みます。

また、図10上段の「登録日／出願日」の欄を「19990101」～と指定することで、意匠権が有効な期間内
（登録から15年以内。なお、平成19年（2007年）4月1日以降の意匠登録出願の権利存続期間は、登録から
20年です。）の公報に絞った検索をすることができます。

⑤ 意匠公報テキスト検索⑤ 意匠公報テキスト検索

図2のサービスメニューから「3　意匠公報テキスト検索」を選ぶと、以下の図11「テキスト検索画面」が表
示されます。

テキスト検索で抽出される文献は、電子データが完備している2000 年1月以降に発行された意匠公報に限ら
れていますので、意匠権が有効な期間内の調査については、注意してください。

＜図11＞　テキスト検索画面

テキスト検索は、左列「検索項目選択」の該当する項目に「検索キーワード」を入力することで、キーワー
ドが付されている意匠公報を抽出することができます。
「検索項目選択」は、表示されている他にも次の図12のように、プルダウンメニュー内にも項目が設定され
ています。

＜図12＞検索項目選択　プルダウンメニュー

これによって、物品の名称で検索するほかに、気になる会社やデザイナーの登録例を、「出願人／意匠権
者」によって検索したり、「創作者」によって検索することができます。

なお、抽出される文献は、指定したキーワードに完全に一致するもの、及びそのキーワードを含むものです
ので、絞り込んだ情報を正確に抽出するためには、会社名、デザイナー名などを正確な全体表記で指定する
ことが必要です。

例えば「意匠に係る物品」（物品名）についても、意匠登録の物品名として採用されない「パッケージデザ
イン」ではキーワードとして不適当で、「包装用容器」「包装用箱」なとする必要があります。

テキスト検索の使い方や、各項目、期間指定などの具体的な入力方法については、図11（テキスト検索画
面）の右上「ヘルプ」内の「1-1検索画面（入力例）」等を参照してください。

（４）日本デザイン保護協会の資料を利用した調査（４）日本デザイン保護協会の資料を利用した調査

日本デザイン保護協会（東京都港区虎ノ門2-4-1 虎ノ門ピアザビル8階　TEL 03-3591-3031 ）には、権
利が有効な期間内（登録から15年。平成19年4月1日以降の出願は、登録から２０年）の登録意匠公報が、
紙ファイルで保管されていますので、この紙公報を閲覧して、特許電子図書館同様に確認調査をすることがで
きます。

ここでは、電子図書館のデータ検索に比較すると、書誌事項や図面が一目で把握し易い紙公報が、一定のま
とまりある意匠分類ごとにファイルされているので、例えば、包装用箱について、同じ模様として分類される
登録例だけを検索するのではなく、他の模様や形状の意匠も確認しながら同種物品のデザインの状況を把握
しつつ調査を進めることができます。

また、意匠権調査を日本デザイン保護協会に依頼することもできます。
　詳しくは、日本デザイン保護協会のホームページ（ http://www.jdpa.or. jp/index.html ）を参照して
ください。

以上

● 活動報告

１０／１７　デザイン保護委員会１０／１７　デザイン保護委員会

10月17日（金）　18 : 30～20 : 00　於：JPDA事務局会議室10月17日（金）　18 : 30～20 : 00　於：JPDA事務局会議室

先に、メンバー募集の呼びかけに応じてくださった新委員３名が加わって、初顔合わせの委員会を開きまし
た。
活動の姿勢について「会員の皆様に向けて、今、ふさわしい内容の情報提供は何か？」　「クライアントとデ
ザイナーが同じ立場の会員として活動するJPDAならではのデザイン保護にある可能性は？」等を話し合いま
した。
基本方針として＜デザインの社会的な地位の向上＞に繋がる活動を目指すことを再確認し、具体的な方向と
して＜知的財産に係るデザイン環境を、より良いものにしていくための勉強と話し合いの場＞を設定して行
くこととなり、「セミナー・勉強会」の実施に向けての候補案を検討して閉会となりました。

次回委員会予定：12月4日（木）　18:30～20:00　JPDA事務局会議室

● お知らせ

D8デザイン保護研究会を通じて特許庁より、以下のご案内が届きました。

意匠制度の特集が組まれておりますので、ぜひご覧ください。
◆特許庁広報誌「とっきょ」10・11月号　意匠制度特集のご案内◆
この度、特許庁の広報誌「とっきょ」10・11月号に意匠制度の特集が組まれましたので、皆さまにご一読頂
ければとお知らせします。
特許庁広報誌「とっきょ」　26年10・11月号　特集「意匠制度」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo_18.htm
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/kohoshi_tokkyo_back.htm
特集１
「ものづくり系女子（神田沙織様）×意匠審査官」
特集２
「日本知的財産協会理事長（サントリー知財部長竹本様）×審査第一部長」
特に、特集１については、ものづくり系女子神田沙織様と意匠審査官の対談形式を通じて基本的なところか
らお伝えする内容ですので、デザイナーの皆さまにも意匠制度を身近に感じて頂けるのではないかと考えて
おります。
すでに意匠制度に親しみある皆さまも、名前は知っているがこれまであまり使っていない皆さまも、改めて
意匠制度にご理解を深めて頂ければ幸いです。
あわせまして、特許庁ホームページに掲載中の意匠制度紹介映像も改めてご紹介致します。こちらのコンテン
ツにつきましても様々な機会にお役立て頂ければと存じます。
「意匠権　～ものづくりの強い味方～」
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/syoukai_video.htm
意匠出願を考えている等の知財に関する相談は、お気軽に以下をご利用下さい。
知財総合支援窓口（特許庁委託事業）　http://chizai-portal . jp/
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